
 

 

 『新しい相続・財産管理の方法～民事信託～』 

 第４回 民事信託で、空き家対策をしよう！ Ｐａｒｔ２ 

 

 前回は認知症が原因で実家が空き家になってしまう例をあげてご説明いたしました。今回は不動産

の共有が原因で起こる空き家問題についてお話致します。 

 

実家が空き家になってしまう原因  ～不動産が共有名義～ 

 共有名義の不動産を売却する場合は必ず共有名義人全員の合意が必要です。もし、共有名義人同士

の仲が悪かったり、話しがまとまらなかった場合は不動産の売却ができなくなってしまいます。ま

た、一部の名義人が行方不明や音信不通の場合、また認知症の場合も不動産の売却が難しくなりま

す。このように不動産が共有名義の場合は、不動産が売却できずに空き家となってしまうリスクが高

まります。 

 

民事信託を使った共有名義の不動産の空き家対策！ 

 そこで民事信託を活用します。共有名義の不動産を信託財産とする信託を設定し、信託財産の管理･

処分権限を受託者に集約させ、共有者は受益権（信託財産から経済的利益を受け取る権利）を共有する

ことにします。もし共有者の一人に相続が発生した場合でも、受益権を承継させればよいので、相続に

よって不動産の名義が複雑になることはありません。受託者が不動産を売却した場合は、受益権の割合

によって売却代金から利益を交付してもらうことができ、共有者の意思統一ができずに空き家状態に

なってしまうことを防ぐことができます。 

 

【相談事例】 

 長男Ａ（７５歳）、次男Ｂ（７３歳）、三男Ｃ（７０歳）は、親から承継した実家を兄弟で３分の１ず

つの持分で共有しています。兄弟間では近いうちに売却をしようと話をしていますが、思い入れのある

実家なので、なかなか売却の決断までには至りません。そんな中、最近Ａの体調が良くありません。長

男Ａは娘Ｘがいますが、Ｘは結婚して海外在住でＢＣとは疎遠となっています。もし、長男Ａに相続が

発生すれば、売却をするのにＡの相続人との協力が必要となりますが、よい見通しが立たないので、将

来の為に今のうちに何か対策ができないか考えています。 
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【今回の信託スキーム】 

・委託者兼受益者をＢさん、受託者をＡさんとする。信託財産を実家とする。 

・信託契約で「Ａさんが実家を売却できる」と定めておく。 

・もしＢさんが亡くなっても、その後Ａさんが実家を売却し、その売却代金を相続人に分けるように 

 定めることができるようにする。 

 信託を利用するメリット  

・Ｂさんが委託者兼受益者なので、信託設定時の税金は登録免許税のみ。不動産取得税も譲渡所得税

も発生しない。 

・Ｂさんが認知症になっても、Ａさんが受託者の権限で不動産を売却することができる。 

・信託財産の売却はＢさんに対する課税となるので、居住用不動産の売却として、特別控除の特例が 

 

【今回の信託スキーム】 

・委託者兼受益者を長男Ａ、受託者を三男Ｃの息子Ｙとします。 

・信託財産はＡの実家の持分３分の１。 

・信託期間は実家の売却手続き終了までとする。 

・信託契約で「長男Ａの持分はＹの裁量で換価処分できる」と定めておく。 

・売却前に長男Ａが死亡した場合は、第二受益者をＸとする。 

・信託終了時の残余財産の帰属権利者を信託終了時の受益者と定める。 

 

信託を利用するメリット 

・Ａが委託者兼受益者なので、信託設定時の税金は登録免許税のみ。不動産取得税や譲渡所得税は発

生しない。 

・Ａが意識不明や認知症になっても、Ｙが受託者の権限でＢとＣとともに不動産の売却手続きに参加

できる。 

・Ａが死亡した場合でも、疎遠となっているＡの娘Ｘの協力を経ずに不動産の売却手続きができる。 

Ａの持分だけでなく、ＢとＣの持分も合せて信託契約を結ぶと、将来のＢとＣの認知症対策としても

効果的でしょう。 

（文責 ： 司法書士 重信吉孝） 

 

 本レポートは法的助言を目的とするものではなく、個別の案件については各々固有・格別の事情・状況に

応じた適切な助言を求めていただく必要がございます。また、本稿に記載の見解は執筆担当者の個人的な

見解であり、当法人若しくは当グループ又は当法人のクライアントの見解ではありません。 

 PLUS Report では、本誌をより充実させ皆様に有益な情報を発信していくため、皆様のご意見・ご感想を

お待ちしております。採りあげますテーマなどお気軽にご意見やご要望をお寄せ頂けましたら幸いです。

（PLUS Report 事務局 plus-report2@plus-office.com） 

 

 

 

 

                            

三男Ｃ 次男Ｂ 長男Ａ 
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（お問合せ先） プラス事務所～司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士法人～ 

      福岡オフィス  司法書士 釘﨑貴弘          博多オフィス   司法書士 重信吉孝  

東京オフィス 〒104-0031 

 東京都中央区京橋1丁目1番1号 八重洲ダイビル 5F 

 TEL 03-3516-1447 / FAX 03-3516-1448 

佐世保オフィス 〒857-0041 

 長崎県佐世保市木場田町1番1号 松永ビル 1F 

 TEL 0956-23-5400 / FAX 0956-23-5440 

熊本オフィス 〒860-0806 

 熊本市中央区花畑町4番1号 太陽生命熊本第2ビル 6F 

 TEL 096-342-4300 / FAX 096-342-4302 

福岡オフィス 〒810-0001 

 福岡市中央区天神2丁目14番8号 福岡天神センタービル 3F 

 TEL 092-752-8266 / FAX 092-752-8267 

博多オフィス 〒812-0012 

 福岡市博多区博多駅中央街８番２７号 第１６岡部ビル１０F 

 TEL 092-461-7750 / FAX 092-461-7751 

 


